
 

 

 

第13回  茨木市新型コロナウイルス対策本部会議 

 

 

 

 

               ◇  日  時  令和２年４月７日(火曜日) 

                       午後９時０0分から 

 

              ◇  場  所    南館３階 防災会議室 

                 

 

                             

                                                                                                           

 

            《次  第》 

             １ 開  会 

 

       ２ 案  件 

 

           

          

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣

言」の発出に対する大阪府の緊急事態措置対応等について  

 

(2) その他 

 

 

       ３  閉  会     

 

                                                                                                           

 

 



令和２年4月7日 

茨木市新型コロナウイルス対策本部会議 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発出

に対する大阪府の緊急事態措置対応等について 

 

 

 本日、国において、大阪府に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く「緊急事態宣言」が発出され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針（以下「基本的対処方針」という。）が改正されました。 

緊急事態宣言を受け、大阪府知事から、基本的対処方針を踏まえた「緊急

事態措置」が示されたことから、本市は、「茨木市新型インフルエンザ等行

動計画」に基づき、府や近隣の市町と適切に連携・協力して対応します。 

なお、府の緊急事態措置を踏まえた新型コロナウイルス感染症の拡大防止

に向けた対応等の変更等については、下記のとおり。 

 

 

記 

 

１ 公共施設の休館等について             ・・・・別紙１ 

 

２ 幼稚園・保育所・学童保育室等の対応について    ・・・・別紙２ 

  

３ コールセンターの対応について           ・・・・別紙３ 

 

４ ＤＶ相談等の周知について             ・・・・別紙４   

 

５ 茨木市長選挙及び茨木市議会議員補欠選挙の執行について ・・別紙５  

 

（参考） 

資料1：大阪府緊急事態措置 

（第11回 大阪府新型コロナウイルス対策本部資料） 



別紙１

令和2年4月7日現在

× 予約受付等は実施

× 予約受付等は実施

× 相談業務は実施

×
貸室予約受付・相談業務(ユースプラザ事業含む）
は実施

× 予約受付等は実施

高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき ×

福井多世代交流センター ×

葦原多世代交流センター ×

沢池多世代交流センター △ 保育園さわいけキッズは実施

西河原多世代交流センター ×

南茨木多世代交流センター △ こども発達支援センター風は実施

いきいき交流広場 ×

コミュニティデイハウス ×

街かどデイハウス ×

障害者（児）福祉 障害福祉センターハートフル △ 障害福祉サービスは実施

子育て支援総合センター △

子育てすこやかセンター △

市民体育館 × 予約受付等は実施

福井市民体育館 ×

南市民体育館 ×

東市民体育館 × 予約受付等は実施

西河原市民プール ×

中条市民プール × オフシーズンのため休場中

五十鈴市民プール × 予約受付等は実施

東雲運動広場グラウンド ×

春日丘運動広場グラウンド ×

若園運動広場グラウンド ×

福井運動広場グラウンド ×

桑原運動広場グラウンド ×

桑原運動広場フットサル場 ×

桑原ふれあい運動広場 ×

5/10まで

市民活動センター

男女共生センターローズWAM

施設の貸出しはしないが、市民の健康維持のため、
施設を開放する。

施　設　名 休館状況

親子交流の場、就労等以外の一時預りは休止

体育館

プール

運動広場・グラウンド・庭球
場等

高齢者福祉

子育て支援

福祉文化会館（オークシアター）

市民総合センター（クリエイトセンター）

備考

△：一部休館、×：休館

市公共施設の休館状況一覧表

休館期間

生涯学習センターきらめき

1



別紙１

令和2年4月7日現在

施　設　名 休館状況 備考

△：一部休館、×：休館

市公共施設の休館状況一覧表

休館期間

中央公園北グラウンド × 工事中

中央公園南グラウンド ×

島３号公園大グラウンド ×

島３号公園小グラウンド ×

西河原公園北グラウンド ×

西河原公園南グラウンド ×

若園公園グラウンド ×

水尾公園グラウンド ×

沢良宜公園グラウンド ×

忍頂寺スポーツ公園グラウンド ×

東雲運動広場庭球場 ×

春日丘運動広場庭球場 ×

福井運動広場庭球場 ×

桑原運動広場庭球場 ×

若園公園庭球場 ×

西河原公園北庭球場 ×

西河原公園南庭球場 ×

忍頂寺スポーツ公園庭球場 ×

郡山公園庭球場 ×

西河原公園屋内運動場 ×

春日丘運動広場弓道場 ×

× 予約受付等は実施

葦原コミュニティセンター ×

中津コミュニティセンター ×

庄栄コミュニティセンター　 ×

水尾コミュニティセンター ×

郡コミュニティセンター ×

西河原コミュニティセンター ×

穂積コミュニティセンター ×

畑田コミュニティセンター ×

東コミュニティセンター ×

豊川コミュニティセンター ×

彩都西コミュニティセンター ×

三島コミュニティセンター ×

大池コミュニティセンター ×

春日コミュニティセンター ×

東奈良コミュニティセンター ×

沢池コミュニティセンター ×

山手台コミュニティセンター ×

玉櫛コミュニティセンター ×

施設の貸出しはしないが、市民の健康維持のため、
施設を開放する。

コミュニティセンター 貸室予約受付は実施

運動広場・グラウンド・庭球
場等

忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘

5/10まで

2



別紙１

令和2年4月7日現在

施　設　名 休館状況 備考

△：一部休館、×：休館

市公共施設の休館状況一覧表

休館期間

茨木公民館 ×

春日丘公民館 ×

中条公民館 ×

安威公民館 ×

玉島公民館 ×

福井公民館 ×

清溪公民館 ×

見山公民館 ×

石河公民館 ×

太田公民館 ×

太田公民館分室 ×

天王公民館 ×

郡山公民館 ×

耳原公民館 ×

白川公民館 ×

西公民館 ×

豊川いのち・愛・ゆめセンター ×

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター ×

総持寺いのち・愛・ゆめセンター ×

文化財資料館 ×

キリシタン遺物史料館 ×

川端康成文学館 ×

市立ギャラリー ×

上中条青少年センター × 貸室予約受付は実施

青少年野外活動センター ×

図書館 中央図書館（富士正晴記念館含む。） ×

４分館（中条、水尾、庄栄、穂積）、
８分室（大池、豊川、白川、天王、玉島、山手台、
太田、彩都西）、移動図書館を含む。ただし、資料
の返却、予約した資料の受け取りは可。

×

× 貸室予約受付は実施

公民館 貸室予約受付は実施

いのち・愛・ゆめセンター
貸室予約受付・相談業務(ユースプラザ事業含む）
は実施

文化施設

青少年

プラネタリウム（天文観覧室）

里山センター（森の学び舎）

5/10まで

3



別紙２ 

令和２年４月７日 

こども育成部 

 

新型コロナウイルスにかかる緊急事態宣言を踏まえた対応 

 

 

１ 公立幼稚園・認定こども園 

 ・４月１０日（金）～５月６日（水）まで休園、入園式・進級式は延期 

 ・登園日の実施はなし 

 ・２号認定子ども、預かり保育定期利用は預かりを実施 

 ・家庭で保育が困難な場合は預かりを実施 

 ・当該園で感染者が確認された場合は完全休園 

 

２ 保育所等 

 ・開所（家庭での保育の協力を要請） 

 ・当該所で感染者が確認された場合は休所 

 

３ 学童保育 

・4 月 9 日（木）～5 月 2 日（土）まで開室（家庭での保育の協力を要請） 

 ・当該室で感染者が確認された場合は休室 

 

 



別紙３ 

令和２年４月７日 

茨木市新型コロナウイルス対策本部会議 
 

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンターについて 

 

○ 変更概要 

  新型コロナウイルス感染症に関する電話相談について、緊急事態宣言や緊急経済

対策（30 万円の給付措置）により、相談件数が急激に増加していることからコー

ルセンター受付時間を次のとおり延長します。 

   

 変更前 変更後 

受付時間 平日 午前９時～午後５時 平日 午前９時～午後８時 

実施体制 
２交代制 

（９時～13 時、13 時～17 時） 

３交代制 

（９時～13時、13時～17時、17時～20時）  

○ 適用開始日 

  ４月８日（水） 

○ コールセンター概要 

  設置場所：危機管理監室前 

  電話番号：072-655-2750  内線：3977、3978、3979 

  受  付：平日 午前９時～午後８時  

  

＜参考＞ 

○ 現状（直近の相談件数） 

月 日 4/1（水） 4/2（木） 4/3（金） 4/6（月） 4/7（火） 

相談件数 37件 28件 37件 63件 65件 

主な内容 
相談者の体

調不良 

相談者の体

調不良 
感染症全般 

相談者の体

調不良 

給付金等支

援情報 

 

○ 他市コールセンターの設置状況 

   吹田市：平日 9：00～17：30（単独） 

   摂津市：平日 9：00～17：15（単独） 

   枚方市：平日 9：00～17：30（単独） 

   豊中市：平日 9：00～17：15（保健所） 

       （コールセンターと帰国者・接触者相談センターを兼ねている） 

   高槻市：平日 8：45～17：15（保健所） 

       （コールセンターと帰国者・接触者相談センターを兼ねている） 

大阪府：土日祝含む 9：00～18：00 



別紙４ 

 

 



別紙５ 

 

令和２年４月７日 

選挙管理委員会事務局 

 

 

茨木市長選挙及び茨木市議会議員補欠選挙の執行について 

 

令和２年４月１２日執行予定の標記選挙については、予定どおり執行します。 

なお、国においては、選挙は民主主義の根幹をなすもので、不要不急の外出には当

たらないとの見解も示されています。 

執行に当たり、投票所等においては、新型コロナウイルス感染症の予防対策を下記

のとおり講じるものとします。 

 

 

記 

 

【感染症予防対策】 

 下記内容の主なものについては、公報、新聞折り込みチラシ、宣伝車等にて周知し

ます。 

１ 投票管理者、投票立会人、投票事務従事者はマスクを着用する。 

２ 投票所の出入り口に、手指消毒用アルコールを設置する。 

３ 投票所内の換気に努める。 

４ 記載台等を定期的にアルコールで消毒する。 

５ 有権者の方々にクリップ付き鉛筆を配付する。持参筆記具での記載も可とする。 

６ 記載台等については、一定の距離をおいて配置する。 

７ 投票所において混雑した場合には、一定の距離を保ち並んでいただくよう従事者

が誘導を行う。 

 

 

 

※これまでの経過 

（令和２年４月１日） 

・茨木市長、大東市長連名により、総務省自治行政局及び大阪府選挙管理委員会に対

して、感染拡大のリスクがあり、選挙の執行は適切ではないと考える旨の意見書を提

出する。 

・大阪府選挙管理委員会より、選挙の延期等は公職選挙法に反するものであり、政治

の空白を生じさせないためにも、選挙の執行は必須であるが、その際には感染症対策

には適切に取り組む必要があると考えている旨回答あり。 

（令和２年４月２日） 

・総務省より、選挙は住民の代表を決める民主主義の根幹をなすものであり、決めら

れたルールの下で代表を選ぶことが大原則であることから、有権者にも予防対策を講

じていただき積極的な投票をお願いしたい旨、回答あり。 

（令和２年４月７日） 

・緊急事態宣言の発令を前に、大阪府選挙管理委員会に再度確認したところ、従前の

考え方と変わりない旨回答あり。 

以上 








































































































